
所得控除の合計額 課税される所得
Ａ 円 － 円 ＝ Ｂ 円

　（1､000円未満切り捨て）

課税される所得 市民税の算出所得割額
Ｂ 円  ×　６％ ＝ Ｃ 円

課税される所得 ＝ 県民税の算出所得割額
Ｂ 円  ×　４％ Ｄ 円

合計課税所得金額 ＝ Ｅ 円

控除の種類
基　礎 × 1 　 ＝
配偶者　一般 × 0 ＝
配偶者　老人 × 0 ＝
扶　養　一般 × 0 人 ＝

　 扶　養　特定 × 0 人 ＝
扶　養　別居老親 × 0 人 ＝
扶　養　同居老親 × 0 人 ＝

× 0 人 ＝
障害者　一般 × 0 人 ＝
障害者　特別 × 0 人 ＝
寡　婦　一般 × 0 　 ＝
寡　婦　特別 × 0 　 ＝
寡　夫 × 0 　 ＝
勤労学生 × 0 ＝
配偶者特別控除　*A × 0 ＝
配偶者特別控除　*B × 0 ＝

　*A配偶者合計所得380,001～399,999円
　*B配偶者合計所得400,000～449,999円 Ｆ 円

○合計課税所得（Ｅ）200万円以下の場合

　ＥとＦのいずれか少ない金額
Ｅ 円

○合計課税所得（Ｅ）　200万円超の場合 調整対象金額
　Ｆ－（Ｅ－2,000,000）円 Ｇ 円

－( －2,000,000）円

＊但し、5万円を下回る場合は5万円

調整対象金額 市民税調整金額
Ｇ 円 × 　３％ ＝ Ｈ 円

調整対象金額 県民税調整金額
Ｇ 円 × 　２％ ＝ Ｉ 円

市民税の所得割 市民税調整金額 納付すべき市民税の所得割
Ｃ 円 － Ｈ 円 Ｊ 円

県民税の所得割 県民税調整金額 納付すべき県民税の所得割
Ｄ 円 － Ｉ 円 Ｋ 円

納付すべき市民税の所得割 市民税の均等割 市民税額
Ｊ 円 ＋ 円 Ｊ 円

納付すべき県民税の所得割 県民税の均等割 県民税額
Ｋ 円 ＋ 円 Ｋ 円

　　
市民税額 ＋ 県民税額 住民税年税額
Ｊ 円 Ｋ 円 ＝ 円

＝

＝

《調整金額の計算》　

人的控除の差額合計額

人数等

0
0

0

50,000
0
0
0

0

0

0

0
50,000

120,000
10,000

住民税

330,000

450,000

50,000
50,000
100,000

260,000

270,000 260,000 10,000

130,000

400,000 300,000 100,000

所得税 差　額

270,000
350,000

380,000

扶　養　同居特障加算 230,000
450,000

330,000 50,000
0
0
0

330,000

380,000
630,000
480,000
580,000

180,000
100,000

260,000 0
350,000 300,000 50,000 0

10,000

330,000

380,000

380,000
380,000
480,000

合計所得金額

270,000

＊配当、外国税額、住宅取得控除、寄付金控除がある場合、ここで引きます。詳細はお尋ねください。

270,000 260,000 10,000

360,000 330,000 30,000
380,000

＊配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除がある場合は、ここで引きます。詳細はお尋ねください。

0

＝

＝


